
平成３０年度 第２回 直江津区地域協議会 

次 第 

 

日時：平成３０年５月１５日（火）18:00 – 19:30 

会場：レインボーセンター 第三会議室 

 

 

 

１ 開  会                          18:00 – 18:02 

 

 

２ 会長あいさつ                        18:02 – 18:05 

 

 

３ 議 題 

   【報告事項】                       18:05 – 18:25 

    ・直江津屋台会館について 

【協議事項】                       18:25 – 19:25 

 ・平成３０年度地域活動支援事業について 

 

 

４ その他                           19:25 – 19:30 

第３回地域協議会の開催について 

 ６月５日（火）午後６時００分～ レインボーセンター 第三会議室 

 

 

５ 閉  会 



【資料№１】

事業費 補助希望額

1 直江津駅前環境美化推進事業 我がまちを愛する会 73 73
直江津駅北側に、プランターに植えた季節の花を設置し、管理するとともに、環境美化活動を実施
することにより、直江津を訪れた人に明るさと癒しを提供する。

2 クリーンナップ上越ｉｎ五智事業 ひまわり會 483 482
海岸線（市道五智居多ヶ浜シーサイドライン）における環境美化のため、小学校、近隣町内会、各
種団体の協力を得て、ひまわり、スイセン、コスモスなどの花苗を植え育て、草刈り、清掃などを実
施する。

3 五智公園の整備、有効活用支援事業 五智公園を育てる会 381 380
五智公園の環境保全を行い、価値や魅力を一層高めるため、植物の保護・育成、植物紹介パネル
の展示、湿地や林床、遊歩道の整備等を行う。

4 「米作り体験」事業
新光町３丁目町内会米作り
体験実行委員会

134 134
休耕田を活用し、地域の子供たちを募り、米作り体験を実施する。収穫した米を使った「餅つき」、
藁を使った「賽の神」を行い、自然のサイクルを学ぶ。

5 《直江津港から元気発信》事業
直江津港周辺活性化協議
会

2,280 2,039
佐渡汽船乗り場にモニュメント水槽を展示し、直江津区の名所をアピールする。また児童を対象に
水槽を活用した生態系の学習や港周辺の見学会を行ったり、地域にコスモスや菜の花を植栽す
る。

6
ビーチスポーツフェスティバルｉｎ直江津
事業

ビーチスポーツフェスティバ
ルｉｎ直江津実行委員会

1,149 720
直江津海岸の有効活用やビーチスポーツを通じた交流人口の拡大を目的にフェスティバルを開催
し、まちのにぎわいを創出する。

7 船見公園夕日コンサート2018事業
三八朝市周辺まちづくり協
議会

1,062 1,061
「船見公園夕日コンサート」を開催し、イベントを通じ、三八朝市周辺の各町内や団体並びに世代を
超えて交流することにより、地域住民の繋がりが深まり、地域全体で活性化の機運を高める。

8
えちご・くびき野100ｋｍマラソン直江津
おもてなしプロジェクト2018事業

えちご・くびき野100ｋｍマラ
ソン直江津おもてなしプロ
ジェクト2018実行委員会準
備会

2,034 2,033
マラソンランナーへのおもてなし機運の醸成と、来訪者へ直江津の魅力を発信するため実行委員
会を組織し、地区全体で応援内容を工夫しおもてなしを行う。

9 鉄道の町「直江津」発信事業 直江津鉄道振興会 358 332
直江津が鉄道の町であることを再確認するため、市内の鉄道遺産を冊子にまとめ、学習ツアーを
行う。

10 「直江津写真フェア」事業 上越写真連盟 499 490
「撮って発見直江津の魅力」をテーマに、直江津の魅力を再発見・発信することを目的として、写真
コンテスト、写真愛好者の作品展示を行う。

11
天王川クリーンナップ大作戦＆フォーラ
ム事業

ライオン像の建物をまちづく
りに活かす会

203 202
環境意識の向上とまちづくり活動の意識醸成を目的に、直江津の重要な水辺空間である天王川を
市民全体で清掃し、フォーラムを行う。

12
直江津水族館ロード（仮称）アート修景
整備事業

ライオン像の建物をまちづく
りに活かす会

306 305
Ｈ28に作成した壁面アートの補修と花壇を整備し、直江津駅から水族博物館へのまち歩きの魅力
を向上させる。

13 越佐なおえつ物語事業 まちおこし直江津 929 920
直江津の歴史的な人物「福永十三郎」の遺徳を偲ぶ四十物祭のほか、周辺町家めぐり、文化講座
等を行い、歴史文化を活用したまちづくり活動を行う。

14 寒ブリ祭り事業
直江津港周辺活性化協議
会

1,675 1,000
冬季の直江津港の活性化を図るため、「寒ブリ祭り」を開催する。祭りでは、寒ブリ三枚下ろし実演
販売、ブリを使った料理の販売、地域住民による催し物、地域活動の紹介など地域のＰＲを行う。

平成30年度　直江津区地域活動支援事業提案書　受付一覧

配分額
（単位：
千円）

9,700 差引 -471

事業の名称 事業内容の概要
複数の区
に提案して
いる場合

10,17111,566

事業費等（単位:千円）
団体等の名称№

1／1



平成30年度地域活動支援事業　直江津区　審査スケジュール

【資料№2】

委員のスケジュール
30年度
当初募集

協議事項

1 募集期間（事務局対応）
４／２（火）

～４／２７（金）

2 提案書の受領（委員の手元） ５/１２（土）

3 地域協議会の開催 ５/１５（火）

（提案書の配付及び概要説明）
（提案内容についての全体協議）

4 質問・意見票提出 ５/１８（金）
・全体協議以外で個別質問があれば提
出する。

5 提案者への質問ほか（事務局対応）
質問依頼　5/23
質問回答　5/29
回答送付　6/1

6 地域協議会の開催 ６/５（火）

（質問票回答の受領・確認）
（回答を受けての全体協議）

7 事業の採点 ６/８（金）

8 採点の集計（事務局対応） ６/11（月）

9 地域協議会の開催 ６/１２（火）

（採択事業の決定）

・提案内容について、審査する上での
疑問点等を確認するため、全体協議を
行う。
・全体協議で質問項目を検討する。

・質問の回答を受けて、審査する上で
の疑問点等を確認するため、全体協議
を行う。



         【記載例】 
 

直江津区に係る 平成３０年度地域活動支援事業に係る採点について 
 
１ 採択方針 

直江津区の「優先採択方針」 左記方針との適合性  

 
直江津区住民の生活環境の向上に資する事業のほか、交通の要衝、結節点で

ある直江津区の活性化につながる事業、歴史と文化あふれる直江津区の観光資
源を活かす事業とし、事業実施による効果が期待できる事業でソフト事業を優
先的に採択する。 
 
○ 地域振興に資する事業 
（例）まちの活性化、各種団体との連携、文化・歴史・観光資源の活用、港
や海を活かした事業 等 
○ 生活環境の向上に資する事業 
（例）不法投棄対策、美化活動、循環バスの運行 等 
○ 人にやさしいまちづくりに資する事業 
（例）歩いて暮らせるまち、住民交流の場の充実、健康増進運動 等 
○ 住民の生涯学習に関する事業 
（例）講演会、講習会、各種講座 等 
○ 安全安心なまちづくりに資する事業 
（例）防災・防犯対策、住民の見守り、通学路の安全確保 等 
○ 教育文化に資する事業 
（例）教育環境の充実、子育て支援 等 
○ その他 
上記に属さないが、直江津区の住みよさにつながる事業で、地域活動支援

事業の目的に沿った事業 

□ 適合する 

□ 適合しない 

 
 
 
 
２ 共通審査基準 

審査項目 審査基準 基準 委員採点欄 

①公益性 ・提案事業の成果が広く地域に還元されるものか 
・全市的な方向性と合致しているか 
・提案者以外の市民や事業者、団体等に不利益を与
えるものではないか 

5点 3 ×3 9 

②必要性 ・地域の実情や住民要望に対応したものか 
・地域の課題解決、あるいは活力向上に有効な取組
であるか 

・緊急性の高い提案事業であるか 
・ほかの方法で代替できないものであるか 

5点 3 ×2 6 

③実現性 ・目標（達成すべきこと）や事業内容が明確なもの
か 

・関係者との合意形成や組織内部での実施態勢が整
っているか 

・資金調達の規模や時期に無理はないか 

5点 3 ×2 6 

④参加性 ・提案事業の実施に当たり、提案者に限らず多くの
住民等の参加が期待できるものか 5点 3 ×2 6 

⑤発展性 ・新しい発想が感じられる取組や、先進的な取組で
あるか 

・提案団体は、信頼性、将来性、継続性があるか 
・事業の終了後における継続性や自立性、発展性は
期待できるか 

5点 

3 ×1 3 

合計     30 
 

 

 

 

 

別紙 

←下記の審査項目と視点により審査を行います 

直江津区では、公益性を 3倍、必要性・実現性・
参加性を 2倍、発展性を 1倍として採点します。 
※例では、公益性…3点×3倍＝9点です 

傾斜配点後の合計点が 30 点以上となったものを「採択」として集
計します（過半数の委員が「採択」としたものが採択事業となる） 



北部まちづくりセンター行き（５３１－１３３８） 5/18（金）15時必着      

直江津区提案書に関する質問票 

委員名              

★ 提出期限を厳守してください。（5/18（金）15時まで、FAX、メール、持参） 

★ 一つの事業提案に対し、質問は 3 つまでとします。 

★ 提案者に質問の趣旨が伝わるよう、詳細に記載してください。 

提案番号  

質問 1  

質問 2  

質問 3  

 

提案番号  

質問 1  

質問 2  

質問 3  

 

提案番号  

質問 1  

質問 2  

質問 3  



平成30年度  直江津区  地域活動支援事業　採点票　　(提出期限  6/8(金)17時まで）

例 直江津地域振興事業
☑適　合

□不適合

3

9

3

6

3

6

3

6

3

3

15

30

傾斜配点後の合計点が30点以上となったものを「採択」として集計します（過半数の
委員が「採択」としたものが採択事業となる）。

1 直江津駅前環境美化推進事業
□適　合

□不適合

2 クリーンナップ上越ｉｎ五智事業
□適　合

□不適合

3 五智公園の整備、有効活用支援事業
□適　合

□不適合

4 「米作り体験」事業
□適　合

□不適合

5 《直江津港から元気発信》事業
□適　合

□不適合

6 ビーチスポーツフェスティバルｉｎ直江津事業
□適　合

□不適合

7 船見公園夕日コンサート2018事業
□適　合

□不適合

8
えちご・くびき野100ｋｍマラソン直江津おもてなし
プロジェクト2018事業

□適　合

□不適合

提
案
№

事　業　名

直江津区
優先採択

方針
との整合

共通審査基準

その他特記事項①公益性
（×３）

②必要性
（×２）

③実現性
（×２）

④参加性
（×２）

⑤発展性
（×１）

合　計

（採点は５・４・３・２・１の整数で行ってください）

×３ ×２ ×２ ×２ ×１

1 / 2 



平成30年度  直江津区  地域活動支援事業　採点票　　(提出期限  6/8(金)17時まで）

提
案
№

事　業　名

直江津区
優先採択

方針
との整合

共通審査基準

その他特記事項①公益性
（×３）

②必要性
（×２）

③実現性
（×２）

④参加性
（×２）

⑤発展性
（×１）

合　計

（採点は５・４・３・２・１の整数で行ってください）

9 鉄道の町「直江津」発信事業
□適　合

□不適合

10 「直江津写真フェア」事業
□適　合

□不適合

11 天王川クリーンナップ大作戦＆フォーラム事業
□適　合

□不適合

12 直江津水族館ロード（仮称）アート修景整備事業
□適　合

□不適合

13 越佐なおえつ物語事業
□適　合

□不適合

14 寒ブリ祭り事業
□適　合

□不適合

2 / 2 



 資料 No.３ 
 
 
 

１ 目的 

   新・水族博物館「うみがたり」を核とした地域の活性化を図るため、直江津屋台会館条

例第 12条第 3号の減免規定を適用し、施設の貸館利用を促進するとともに、来訪者の市内

回遊及び滞在交流の拡充を図る。 

 

２ 減免とする利用条件 

   新・水族博物館「うみがたり」の来訪者を対象に賑わいを創出し、市内の観光地やまち

なかへの回遊を促すことを目的としてイベント等を開催するものであること。 

 

３ 減免する額（使用料のうち冷暖房費を除いた額） 

施 設 名 
使用料（1時間につき） 

 減免額 冷暖房費 

イベントホール 

全面 4,600円 3,800円 800円 

1/2 2,300円 1,900円 400円 

1/4 1,150円 950円 200円 

広場 1㎡ 5円 5円 － 

  ※冷暖房費は減免対象外とする。 

  ※営利目的で利用する場合の減免額及び冷暖房費は表中の額の 200パーセントとする。 

 

 （参考）直江津屋台会館条例 抜粋 

   

 

 

 

 

 

 

 

４ 減免対象とする団体等 

   上越市民及び市内に所在する事業者、まちづくり団体等 

 

５ 適用日 

   平成 30年 6月 1日（金）の貸館利用から適用 
 

 
 
 

６ 周知方法 

   報道機関への情報提供、広報上越（5月 15日号）、市ＨＰ など 

   ※その他に、屋台会館を活用したいとする地元団体等へ個別説明 

 

７ 申請方法 

   所定の様式（利用承認申請書及び減免申請書）に事業概要書を添えて申請 

 

８ 利用動向調査（実績確認） 

   イベント参加者数、利用の感想や改善点など、アンケート形式で利用動向調査を実施 

 

 

  （参考）直江津屋台会館の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 5 月 15 日 

観光振興課 施設経営管理室 

施設名 年度 利用日数/営業日数 稼働率 増減 

イベントホール 

H27 23/310 7.4％ ▲14.2 

H28 31/309 10.0％ 2.6 

H29 26/310 8.4％ ▲1.6 

広場 

H27 1/310 0.3％ 0.0 

H28 17/309 5.5％ 5.2 

H29 2/310 0.6％ ▲4.9 

（使用料の減免） 

第 12条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を

免除し、又は減額することができる。 

⑴ 市が主催する場合 使用料の全額 

⑵ 市が主催する場合 使用料の 50パーセントの額 

⑶ その他市長が必要と認める場合 必要と認める額 

直江津屋台会館の貸館使用料の減免について 

イベントホール 

保管・展示庫 

広場（屋外） 

倉庫 

事務室 

ＪＨＤ 

事務室 

ロビー 

ＷＣ 

機械室 

電気室 

直江津屋台会館平面図 


